
様式第14 

第     号 

年  月  日 

  住 所            

  氏 名          様 

高浜市長        印 

過 料 納 入 予 告 書 

  下記のとおり過料の処分をすることになりますから、地方自治法第255条の3第1項

の規定によって告知します。なお、これに対する弁明は、この予告書を受け取った

日の翌日から起算して10日以内にすることができます。 

  

しようとする過料処

分 の 要 旨 
過料        円を科する。 

  
適 用 の 条 項 高浜市税条例第   条 

過料の処分をしよう

と す る 事 由 
  

  

 


